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 総 合 評 価   

 

受診施設名  サポートハウスけいあい  
施設  

種別  

ケアハウス  

（旧体           ）  

評価機関名  特定非営利活動法人きょうと福祉ネットワーク一期一会  

                                              

 

令和３年４月１２日 

総   評 

 

 平成25年に開設した「サポートハウスけいあい」は、社会福祉法

人みつみ福祉会が運営する軽費老人ホームであり、京都府独自の

「高齢者あんしんサポートハウス」で、主に低所得者を対象とした

支援を行っています。定員は50名で、入居者の多くは自立された方

ですが、近年は高齢化が進み、何かしらのサポートが必要な方が増

えてきています。 

 「ともに生きる」を法人理念として掲げ、月1回の「お話しあい

の会」を設け、職員と入居者の意見交換を図るなど、高齢者の自主

性を重んじ、自立した社会生活が送れるよう支援に努めています。

また、同法人が運営する「三愛荘」と同一敷地内に建てられてお

り、合同で拠点別研修を行う等連携をとりながら事業を実施されて

います。 

「サポートハウスけいあい」は、木造平屋のあたたかみのある建

物が5つのユニットに分かれており、ユニットごとの活動に加え、

ユニットを横断した交流なども行われています。 

地域との関係も良好で、利用者には「健幸いきいき倶楽部」の案

内など、地域の社会資源について掲示板を用いて周知をするととも

に文化祭、買い物ツアーなど、利用者と地域との交流の機会を定期

的に設けています。 

また、「三愛荘」として地域の消防分団に加入したり、福祉避難

所設置の具体的なスキームが職員室に掲示されているなど、防災対

策には力を入れています。 

コロナ禍ということもあり、これまで実施されていた入居者の自

主的なカラオケ大会や地域との交流などが難しくなっている面はあ

るものの、これからも創意工夫をこらしながら、入居者が活き活き

と安心して過ごせる支援を期待します。 
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特に良かった点(※) 

Ⅱ-2-（3）職員の質の向上に向けた体制が確立されている。 

法人として階層別研修の体系があり、求められる能力の指標につ

いて明示されています。それとは別に「三愛荘」と合同で、法人と

は別の拠点別研修を実施するなど、重層的な育成体制がとられてい

ました。また、資格取得については、法人として費用の助成や職務

免除などの補助制度があります。 

個人面談は年3回実施されており、個々の目標管理シートに基づ

き面談し、チーム目標と個人目標を管理する仕組みがあります。個

々の目標管理シートと対になる評価者用シートが整備されている点

も、実用的で高く評価できる仕組みです。 

 

Ⅲ-1-（3）利用者満足の向上に努めている。 

毎年、満足度調査、嗜好調査を実施しているほか、定期的な「お

話しあいの会」を実施され、利用者の意見を聞き取っています。

「お話しあいの会」の出席率は高く、利用者アンケートの評価も総

じて高かったことから、日頃から利用者満足度の向上を意識してい

ることがみて取れました。 

 

Ⅱ-4-（1）地域との関係が適切に確保されている。 

事業計画や倫理綱領に、地域との考え方について明記していま

す。「健幸いきいき倶楽部」の案内など、地域の社会資源について

掲示板を用いて周知されていました。文化祭、買い物ツアーなど、

利用者と地域との交流の機会を定期的に設けるなど、地域との関係

を絶やさないような様々な配慮がなされていました。 

 

特に改善が 

望まれる点(※) 

Ⅰ-3-（2）事業計画が適切に策定されている。 

 法人全体と施設それぞれに5か年計画（平成28年度～令和2年度）

がありますが、平成30年度以降はほとんど記載がありませんでし

た。法人全体の計画書も平成29年度までで記載が止まっており、計

画の見直しもできておらず、次期の5か年計画の作成の目途も立っ

ていませんでした。また、施設として単年度の事業計画が策定され

ていますが、中長期計画との連動性は不十分で、入居者に事業計画

の内容を説明する機会がありませんでした。 

 

Ⅱ-2-（2）職員の就業状況に配慮がなされている。 

法人として心理カウンセラーと契約し、職員の相談に乗る体制が

取られていますが、職員への周知が不十分でした。 

法人全体の取り組みやルールがうまく現場に伝わっておらず、法

人での様々な活動や施策について、職員への周知が課題です。 

 

Ⅲ-2-（4）実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が

適切に行われている。 

施設としては、中学生の体験学習の受入れを行っていますが、特

に定まったプログラムは整備されておらず実習受入れマニュアル

は、現在作成途中でした。 

実習指導者も異動により現在は不在とのことで、現時点では実習

生を受け入れる体制にありませんが、ケアハウスはソーシャルワー

クを学ぶには最適の施設といえますので、体制の整備を期待しま

す。 

 

※それぞれ内容を３点程度に絞って掲載しています。評価項目毎のコメントは「評価結果対比シー

ト」の「自由記述欄」に記載しています。  














